
 

 

 

課 長  障害者福祉課  宮本 

☎   03-3578-2385（直通） 

係 長  障害者福祉課 障害者事業所支援係  杉山  

☎   03-3578-2667（直通） 

ここが 

ポイント 

◆事業者が安定的に運営し、障害者

（児）に質の高いサービスを提供

できるよう、特定相談支援事業所

等の相談支援専門員の賃金改善に

係る補助を行います。 

区 分
□ 新規 

□ 臨時（□ 新規・□ 継続） 

■ レベルアップ 

概 要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

特定相談支援事業所等の相談支援専門員の賃金改善支援 

事業名 特定相談支援事業所等運営支援 

資料 26 

問合せ 

令 和 ７ 年 １ 月 3 1 日 

港区令和７年度予算案記者発表 

 区内に 15 か所ある相談支援事業所（令和６年 12 月時点）は、障害者の状

況や支援の希望を聞き取り、障害福祉サービスの利用につなげる重要な役割

をもっていますが、相談支援専門員の離職が進んでおり、その要因の一つに

報酬があげられます。事業所が安定的な運営を維持し、利用者に質の高いサ

ービスを提供していけるよう、担い手の確保につながる支援を行います。 

特定相談支援事業所等の相談支援専門員の賃金改善支援の概要 

区内の民間特定相談支援事業所等を運営する事業者が、相談支援専門員

の賃金改善のための手当を創設する場合等に補助を行います。 

支 援 者 区内の民間特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所 

支援内容 ①賃金改善に係る手当に対する補助 

【１人１月あたりの補助額】 

 相談支援専門員（常勤）   16,000 円 

 主任相談支援専門員（常勤） 17,600 円 

 相談支援専門員（非常勤）   8,000 円 

（1 人１月あたりの補助額×人数×12 月分）

②相談支援専門員の採用に係る経費に対する補助 

③実績加算 

 

「手当」に対する補助

とすることで、現場で

働く職員に見える形で

支援します。 

Point  

スケジュール 令和７年３月 要綱改正、事業周知 

４月 補助開始 


